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今
期
定
例
会
に
お
い

て
、
当
委
員
会
が
付
託
を

受
け
た
請
願
１
件
の
審
査

を
行
う
た
め
、
９
月
11
日

に
委
員
会
を
開
催
し
、
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

　

請
願
第
６
号
「
学
校
保

健
に
係
る
治
療
通
院
費
無

料
化
の
早
期
実
施
を
求
め

る
請
願
」
は
、
10
月
１
日

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
子

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
」

に
つ
い
て
、
そ
の
助
成
対

象
を
、
学
校
保
健
法
に
基

づ
く
健
康
診
断
に
お
い
て

治
療
を
勧
め
ら
れ
た
疾
病

に
係
る
通
院
の
医
療
費
に

拡
充
す
る
よ
う
求
め
ら
れ

た
も
の
で
す
。

　

審
査
に
あ
た
っ
て
は
、

請
願
の
紹
介
議
員
よ
り
、

そ
の
内
容
と
理
由
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
た
の
ち
、

市
役
所
の
担
当
職
員
に
も

出
席
を
求
め
、
数
多
く
の
通

院
の
医
療
費
を
対
象
と
す
る

に
は
関
係
機
関
と
の
調
整
や

シ
ス
テ
ム
の
改
修
な
ど
の
体

制
整
備
に
時
間
が
か
か
る
こ

と
、
ま
た
、
今
後
通
院
医
療

費
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
等
の
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

反
対
、
賛
成
そ
れ
ぞ
れ
の

討
論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結

果
、
賛
成
少
数
で
「
不
採
択

と
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し

ま
し
た
。

　

 

９
月
定
例
会
に
お
い

て
、
当
委
員
会
が
付
託
を
受

け
ま
し
た
条
例
案
４
件
お
よ

び
請
願
2
件
の
審
査
を
行
う

た
め
、
９
月
10
日
に
総
務
常

任
委
員
会
を
開
催
し
ま
し

た
。

　

議
第
75
号
「
高
島
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案
」
は
、
地
方
税
法
の
改
正

に
伴
い
、
個
人
市
民
税
に
お

け
る
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除

の
対
象
期
間
の
延
長
、
市
税

に
対
す
る
延
滞
金
お
よ
び
還

付
加
算
金
の
利
率
の
引
き
下

げ
、
個
人
住
民
税
の
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の

見
直
し
、
金
融
所
得
課
税
の

一
体
化
等
の
見
直
し
な
ど
に

対
応
す
る
た
め
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。
議
第
76

号
「
高
島
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案
」
に
つ
い
て
も
、
同

じ
く
地
方
税
の
改
正
に
伴
い

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

　

そ
し
て
、
議
第
77
号
「
高

島
市
集
会
施
設
の
設
置
お

よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例

案
」、
議
第
78
号
「
高
島
市

今
津
学
習
等
供
用
施
設
の
設

置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条

例
案
」
に
つ
い
て
は
、
指
定

管
理
施
設
に
関
わ
る
条
例
の

条
文
構
成
に
つ
い
て
、
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
し
て

い
る
他
の
条
例
と
の
整
合
を

図
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
全

員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き
も

の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

請
願
第
４
号
「
オ
ス
プ
レ

イ
の
飛
来
訓
練
に
反
対
す
る

請
願
」
お
よ
び
第
５
号
「
オ

ス
プ
レ
イ
が
参
加
す
る
10
月

の
あ
い
ば
野
演
習
場
に
お
け

る
日
米
合
同
演
習
に
反
対
す

る
請
願
」
の
採
択
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
賛
成
少
数
で

『
不
採
択
と
す
べ
き
も
の
』

と
決
定
し
ま
し
た
。

 　

９
月
定
例
会
に
お
い
て
、

予
算
常
任
委
員
会
が
付
託
を

受
け
ま
し
た
平
成
25
年
度
補

正
予
算
に
関
す
る
議
案
10
件

の
審
査
を
行
う
た
め
、
10
月

２
日
に
予
算
常
任
委
員
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
補
正
予
算
案
は
、

今
年
６
月
定
例
会
で
議
決
さ

れ
た
「
高
島
市
職
員
の
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
に

基
づ
く
人
件
費
の
減
額
の
ほ

か
、
一
般
会
計
の
主
な
歳
出

予
算
に
つ
い
て
は
、
朽
木
麻

生
地
区
に
整
備
予
定
の
生
涯

現
役
活
動
拠
点
施
設
の
整
備

交
付
金
を
は
じ
め
、（
財
）高

島
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン

タ
ー
よ
り
無
償
譲
渡
を
受
け

た
施
設
の
改
修
工
事
に
か
か

る
実
施
設
計
業
務
委
託
料
、

そ
し
て
、
地
方
交
付
税
の
追

加
見
込
み
分
や
、
確
定
し
た

繰
越
金
を
主
な
財
源
と
し

て
、
将
来
の
地
方
交
付
税
の

一
本
算
定
に
備
え
る
な
ど
の

今
後
の
財
政
運
営
を
考
慮

し
、
約
20
億
５
千
万
円
に
お

よ
ぶ
財
政
調
整
基
金
、
減
債

基
金
、
教
育
施
設
整
備
基
金

へ
の
積
立
が
計
上
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
農
林
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
、
下
水
道
事

業
特
別
会
計
、
水
道
事
業
会

計
に
お
い
て
は
、
経
営
健
全

化
の
観
点
か
ら
、
窓
口
業

務
・
検
針
業
務
・
料
金
収
納

な
ど
の
包
括
的
な
業
務
を
民

間
委
託
す
る
債
務
負
担
行
為

補
正
の
追
加
な
ど
が
計
上
さ

れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
一
般
会
計

を
始
め
と
す
る
10
会
計
の
補

正
予
算
案
は
、
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

予
算
常
任
委
員
会

委
員
長　

石
田　
　

哲

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

廣
本　

昌
久

 　

平
成
24
年
度
高
島
市
一
般

会
計
、
特
別
会
計
お
よ
び
事

業
会
計
の
全
11
会
計
に
つ
い

て
、
18
名
の
委
員
に
よ
る
決

算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

２
日
間
に
わ
た
り
審
査
を
行

い
ま
し
た
。
委
員
会
で
は
、

予
算
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
る
か
、
行
政
効
果
や
経
済

効
果
な
ど
を
評
価
。
ま
た
、

新
年
度
予
算
編
成
や
市
政
に

生
か
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て

は
積
極
的
に
提
案
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
採
決
の
結
果
、
水

道
事
業
会
計
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
可
決
お
よ
び
認
定
す

べ
き
も
の
」、
ほ
か
10
会
計

は
「
認
定
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
し
ま
し
た
。 

　

一
般
会
計
の
歳
出
総
額

は
、
２
７
４
億
９
、３
６
１

万
7
千
円
、
実
質
収
支
額
は

８
億
９
、１
０
７
万
８
千
円

の
黒
字
決
算
と
な
り
、
後
年

度
の
財
政
負
担
軽
減
の
た

め
、
新
規
の
起
債
発
行
の
抑

制
を
し
な
が
ら
、
財
政
調
整

基
金
へ
の
計
画
的
な
積
み
立

て
、
物
件
費
の
節
減
や
、
市

民
病
院
本
体
工
事
完
了
に
伴

う
病
院
事
業
会
計
負
担
金
の

減
な
ど
に
よ
り
、
借
金
返
済

に
よ
る
財
政
負
担
の
割
合
を

示
す
「
実
質
公
債
費
比
率
」

や
、「
将
来
負
担
比
率
」
な

ど
の
財
政
健
全
化
判
断
比
率

が
改
善
の
傾
向
に
向
か
っ
て

い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
委
員
か
ら
特
に
多

く
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
病

院
事
業
会
計
で
は
、
固
定
資

産
の
不
適
切
な
事
務
処
理
が

判
明
い
た
し
ま
し
た
が
、
年

末
ま
で
に
原
因
究
明
の
調
査

を
行
い
、
ま
た
、
管
理
職
に

は
職
員
へ
の
意
識
改
善
を
指

導
し
、
先
頭
に
立
っ
て
改
善

に
取
り
組
む
よ
う
徹
底
す
る

と
の
こ
と
か
ら
、「
認
定
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た
。

決
算
特
別
委
員
会

委
員
長　

石
田　
　

哲

平
成
24
年
度 

11
会
計
の
決
算
を
認
定 

〜
実
質
公
債
費
比
率
・
将
来
負
担
比
率 

と
も
に
改
善
〜

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長　

森
脇　
　

徹

子
ど
も
医
療
費
助
成
に
係
る
請
願
を
審
査

高
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
ほ
か

3
議
案
と
請
願
2
件
を
審
査

高島市民病院　小児科窓口

基
金
へ
の
積
立
、
国
・
県
補
助
事
業
、
緊
急
を
要
す
る

維
持
補
修
経
費
な
ど
を
審
査

健全化判断比率の状況

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 県内市町平均
(H23) 早期健全化基準

実質赤字比率
(一般会計を中心とした赤字の割合)

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 12.59%

連結実質赤字比率
(全ての会計の赤字の割合)

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 17.59%

実質公債費比率
(年間の借金返済額の割合)

19.0% 17.1% 15.9% 14.4% 12.0% 25.0%

将来負担比率
(将来負担が見込まれる負債の割合)

158.6% 152.9% 151.8% 147.0% 48.2% 350.0%

危険信号※

※地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の健全化や再生の必要性を判断するものとして、
上記の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。この基準を超えると、財政
再建のための計画をつくり、立て直しに取り組む必要があります。


